
ア 労働保険事務組合報奨金交付要領を改正し、報奨金の交付目的が事務組合の労働保険料

の収納率を高く維持することにあることを明示するとともに、「労働保険事務組合に対す

る報奨金に関する政令」（昭和 48年政令第 195号）等を改正し、上限額を設定するなど報奨金

の交付額の算定方法を改め、交付額の縮減を図った。

イ 報奨金の使途の透明性を確保するため、上記要領の改正において、区分経理がなされて

いない事務組合については、報奨金の交付対象から除外することを明示するとともに、事

務組合に対して区分経理を適切に行うよう指導監査を徹底するなどした。

（ 7） 労災特別介護援護事業から生じた資産の取扱い等について

（平成 21年度決算検査報告 369ページ参照）

1 本院が表示した意見

厚生労働省は、労災特別介護施設における労災特別介護援護事業を財団法人労災サポート

センター（以下「センター」という。）に委託しており、同事業は、委託費と施設の入居者等か

ら徴収する入居費等を財源として実施することとされている。しかし、センターが、入居費

等から積み立てられた支払資金準備資産等や、入居費等の収支差額を資産として保有してい

る事態が見受けられた。

したがって、厚生労働省において、センターが資産として保有している支払資金準備資産

等や収支差額について必要性の有無を再検討し、これにより不要となる資産については国庫

に納付させたり、委託契約に入居費等に関する精算条項を設けたりするよう、厚生労働大臣

に対して平成 22年 10月に、会計検査院法第 36条の規定により意見を表示した。

2 当局が講じた処置

本院は、厚生労働本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、厚生労働省は、本院指摘の趣旨に沿い、労災特別介護援護事業から生じた支

払資金準備資産等や入居費等の収支差額について必要性の有無を再検討し、これにより不要

となった資産 5億 9992万余円を 23年 3月に国庫へ納付させるとともに、同月に締結した

22年度の変更委託契約及び 23年 4月に締結した 23年度の委託契約において入居費等に関

する精算条項を設け、余剰があるときは国に返還を行うこととする処置を講じていた。

（ 8） 全喪届の事務処理及びこれに係る業務監察の状況について

（平成 21年度決算検査報告 372、819ページ参照）

1 本院が要求した改善の処置

厚生年金保険等の適用事業所において、被保険者全員が被保険者資格を喪失した場合に

は、事業主は、全喪届を提出することとされている。しかし、日本年金機構（以下「機構」と

いう。）の年金事務所等において、全喪届に第三者の確認がない書類が添付されている場合の

実地調査等が適切に行われていなかったり、納入告知額一覧表に被保険者が 0人になった旨

が表示された場合の調査等が長期間にわたって十分に行われていなかったりしている事態

や、これらに係る内部統制における監視活動が十分に機能していない事態が見受けられた。

したがって、機構において、全喪届の事務処理等についての改善策を策定し、各年金事務

所に対して周知徹底したり、内部監査の指摘事項に対する改善に向けた取組を徹底して、不

適切な事務処理の再発防止を図ったりするとともに、厚生労働省において、機構が行う処理
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に対する監督を的確に実施したり、機構に内部統制の確立に向けた取組を実施させたりする

処置を講ずるよう、厚生労働大臣及び日本年金機構理事長に対して平成 22年 10月に、会計

検査院法第 36条の規定により改善の処置を要求した。

2 当局が講じた処置

本院は、厚生労働本省及び機構本部において、その後の処置状況について会計実地検査を

行った。

検査の結果、厚生労働省及び機構は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じてい

た。

ア 機構において

� 23年 5月に全喪届の様式を改正して、全喪届に添付する書類は、原則として、第三

者の確認がある書類とすることを明確にした。

� 23年 3月に年金事務所等に対して通知を発して、全喪届に第三者の確認がない書類

が添付されているなどの場合には、法人登記簿を取得して解散の登記を確認するなどし

て適正な実地調査等を行うよう周知徹底した。

� 22年 12月に年金事務所等に対して通知を発して、納入告知額一覧表に被保険者が 0

人である旨が長期間にわたって出力され続けている事業所については、実地調査等によ

り事業実態の確認を行うよう指示した。

� 23年 1月に内部監査要領を改正して、被監査部署から監査部署宛てに提出される改

善計画書に改善に向けた取組内容等を明確に記載することを定めた。

� 23年 1月に内部監査要領を改正して、不適切な事務処理について、被監査部署にお

ける取組だけでなく、本部関連部署による対応が必要な場合には、当該部署に対し改善

提言を行うことを定めた。

イ 厚生労働省において

� 機構が講じた処置について報告させて、その内容を確認するとともに、22年 9月以

降に実施した機構に対する監査を通じて、全喪届の事務処理及び納入告知額一覧表で長

期間にわたって被保険者が 0人となっている事業所の事務処理に対する監督を実施する

こととした。

� 22年 9月以降に実施した機構に対する監査を通じて、機構に内部統制の確立に向け

た取組を確実に実施させることとした。

（ 9） 生活保護の実施における厚生年金保険の脱退手当金の受給及び国民年金の任意加入によ

る年金給付の活用について （平成 21年度決算検査報告 380ページ参照）

1 本院が要求した改善の処置

生活保護の実施に当たっては各種の社会保障施策等の活用が前提となっていることから、

社会保障等を受けることができる者については極力その利用に努めさせることとなってい

る。しかし、厚生年金保険の脱退手当金が受給できたり、国民年金に任意加入し、生活福祉

資金貸付制度を活用するなどして保険料を納付することにより年金受給が可能となったりす

る者について、これらの活用が図られていない事態が見受けられた。

したがって、厚生労働省において、脱退手当金の受給及び国民年金の任意加入による年金
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